
単価契約に基づく契約の契約書省略に 

ついて 

 

（昭和47年10月１日局長決） 

単価契約に基づく随意契約をするときは、水道局契約規程第32条第１項第４号の規定を適用し、次のとお 

り実施することとする。 

１ 契約金額の多少にかかわらず単価契約に基づく請負及び買入れの随意契約をするときは、契約書の作成 

を省略するものとする。 

２ 契約規程第32条第２項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 

３ 実施の時期 

昭和 47年 10月１日以降に締結する契約から適用する。 


